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研究成果の概要：本研究では、政治的民主化後の政府における統治の実質的側面を分析するた

めの枠組み構築を目標とし、メキシコにおける地方政府の治安対策を題材に「民主主義の質」

を決定する要因のひとつである応答性の分析を行った。この結果、同じような経緯で民主化を

達成した政府でも、その応答性には大きな差異があることが分かった。今後の目標は、この差

異が発生する要因やメカニズムを解明し、「民主主義の質」分析のための枠組みを構築につなげ

ることである。 
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１．研究開始当初の背景 
  民主化論研究において、1990 年代の主要
テーマは「民主主義の定着」であった。ここ
では、民主主義定着の主要な基準として「自
由で公正な選挙（手続き的民主主義）の継続
的存在と、主要な政治的アクターがその結果
を尊重すること」が挙げられていたが、この
基準に従うと、権威主義体制が数多く存在し
ていたラテンアメリカ諸国において 90 年代
に民主主義の定着はほぼ達成されたと考え
られる。 
  しかし、この基準に基づく民主主義の定着

後も、政治的暴力や汚職、政府の説明責任の
欠如、貧困問題、治安問題など、それまで多
かれ少なかれ存在していた様々な問題は、解
決されるどころか、多くの国では以前より悪
化していった。この定着後の状況を議論する
中で、一部の研究者は従来の手続き的民主主
義に基づく定着の議論を批判し、体制の実質
面に着目して「民主主義の定着」の議論を行
う必要性を主張し始めた。そのような視点か
ら様々な事例研究が行われてきたが、その多
くは新生民主主義体制が抱える諸問題の描
写を通じて統治の実質面が抱える困難を明
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らかにし、従来の基準で民主主義が定着した
とされる体制が「未だ民主主義と呼ぶに値し
ない」ことを主張するに留まっている。 
  一方、従来の定着概念を支持する研究者は、
そのような実質面に基づく民主主義定着の
議論は曖昧で一貫しない概念に基づくもの
であり、民主化研究上の大きな障害になって
いるという批判を展開してきた。 
  確かに、実質面を重視する議論の大半は印
象論の域を出ないものであり、他の事例への
適用可能性を持った一般化可能な知見の獲
得を望める状態ではない。しかし、新生民主
主義体制における統治の実質面に関する考
察は、現在の民主化研究において取り扱う必
要のある研究領域であると考えられる。現代
において「民主主義」と呼ばれる体制では通
常、選挙を通じた民意の反映を超えて、基本
的人権の尊重や貧困問題の改善など幅広い
権利の保護まで求められている。しかし、民
主的手続きにより選ばれた政府が社会に存
在する諸問題に有効な対応ができない状況
が続くと、民主主義体制やその理念が持つ正
統性に対する疑問を高め、手続き的民主主義
が定着した状態さえ危機にさらしたり、非民
主主義体制への逆行を生じさせたりする可
能性があるからである。 
  それゆえ、民主主義体制の統治の実質面、
すなわち「民主主義の質」という視点は、新
生民主主義体制の現状に関する理論研究に
とって、また民主主義体制の将来像を考える
上でも重要であり、これからの比較政治学に
おいて扱うべき重要なテーマなのである。 
 
２．研究の目的 
  本研究は、比較政治学の民主化論における
「民主主義の質」という概念に明確な定義を
与え、民主化に伴う政治的・社会的・経済的
変化が新生民主主義体制の統治能力に与え
た影響を分析することで、その「質」を左右
する要因を解明する試みである。 
  この目的のために、民主主義の質を構成す
る要素の中でも重要と考えられている「応答
性」に着目し、民主化後の政府の政府が治安
問題にどのような対応を行ったかを分析す
ることで政府の応答性の変化を測定し、この
変化がどのような要因に由来するものなの
かについて考察を行う。 
  メキシコにおいては、民主化の進展と歩調
を合わせるように治安状況が悪化していき、
地方政府レベルで政権交代が多く見られる
ようになった 90 年代後半には、多くの市民
が治安状況に対して懸念を示すようになっ
た。本研究では、この治安状況の変化に対す
る反応を事例として取り上げ、市民の懸念や
治安状況改善の要望に対して、民主化後の政
府がどのように反応し、どのような成果を残
したのか分析する。それにより、政府の応答

性がどのように変化したのか、またどのよう
な要因によってそのような変化が生じたの
かについて明らかにし、民主主義の質を分析
する際の分析枠組み構築に貢献することが
本研究の目的である。 
 
３．研究の方法 
  本研究の目的を達成するため、2000 年の
大統領選挙により 71 年間政権を握り続けて
いた制度的革命党(PRI)が下野したことによ
って民主化を果たしたと言われているメキ
シコにおける 3大都市（メキシコ市、グアダ
ラハラ市、モンテレイ市）を擁するメキシコ
市（連邦特別区）、ハリスコ州、ヌエボ・レ
オン州を対象とし、各州における民主化進展
の概要、治安状況の変遷と州政府の対応およ
びその結果に注目して現地調査を行った。現
地調査の内容は、主に資料収集と聞き取り調
査である。収集した主な資料は、連邦政府お
よび州政府の年次教書、治安関連法規、各種
統計資料、民主化および治安関連の文献であ
る。聞き取り調査は、治安維持機構に所属す
る人物を含む政府関係者と政治研究者およ
び治安研究者である。さらに、この現地調査
の結果の分析を進め、これまでに、それぞれ
の結果を論文あるいは学会報告の形でまと
めた。 
 
（１）メキシコ市（連邦特別区）においては、
資料収集を連邦下院議会図書館、連邦最高裁
判所法典編纂室図書館、メキシコ市歴史資料
館、国立統計地理情報院図書館、国立図書館、
市内書店などにおいて実施するとともに、連
邦検察庁幹部、国家治安捜査局職員、メキシ
コ市政府幹部、研究者らに対する聞き取り調
査を行い、メキシコ市における民主化の進展、
治安状況の変化、市政府の治安対策の変遷と、
連邦政府の治安対策の変遷に関する情報を
得た。 
 
（２）ハリスコ州においては、資料収集を州
議会図書館、州公文書館、グアダラハラ市公
文書館、グアダラハラ大学図書館、西部高等
工科学院図書館、市内書店などにおいて実施
するとともに、州政府職員と研究者らに対す
る聞き取り調査を行い、ハリスコ州における
民主化の進展、治安状況の変化、州政府の治
安対策の変遷に関する情報を得た。 
 
（３）ヌエボ・レオン州においては、資料収
集を州議会図書館、州歴史資料館、モンテレ
イ高等工科学院図書館、ヌエボ・レオン自治
大学図書館、地元新聞社などにおいて実施す
るとともに、州政府幹部・職員、連邦選挙裁
判所支部判事、研究者らに対する聞き取り調
査を行い、ヌエボ・レオン州における民主化
の進展、治安状況の変化、州政府の治安対策



の変遷に関する情報を得た。 
 
４．研究成果 
  以下では、各事例について行った分析結果
と、それらが持つ研究上の位置づけ、明らか
となった今後の課題について記す。 
 
（１）「民主主義の質」について 
  本研究における中心概念である「民主主義
の質」については、議論を整理してそれが示
すところを明確にすると共に、本研究におい
て何に注目して分析を進めるのかを明らか
にした。 
  まず、民主主義の質を構成する要素として
①法の支配、②参加、③競争、④垂直の説明
責任、⑤水平の説明責任、⑥市民権および政
治的権利の尊重、⑦より大きな政治的平等、
⑧応答性、を挙げた。この中でも応答性は「民
主的プロセスが政府に、市民が望んでいる政
策を策定、実施させるときに生じるもの」と
定義されており、民主主義の質の実質面を構
成する他の要素を左右しうるものであると
いう特徴を有すると考えられる。そのため、
本研究ではこの応答性に着目し、民主化後の
政府の応答性がどのように変化したのかを、
治安対策を通じて検討することとした。 
  また、この応答性の定義から、応答性を測
定する基準として政策の成果と市民が求め
る政策の策定という二つの側面に注目する
必要があると考えられる。なぜなら、ある政
策が市民の要求に基づき策定されたとして
も、それが想定した成果を生み出すことが出
来ないという状況は、容易に想定されるから
である。その原因は政策自体の持つ瑕疵かも
知れないし、政策実施における政府の能力不
足かも知れないし、政治的・社会的・経済的
環境かも知れない。しかし、従来の政策の欠
点などを分析し後の政策策定にフィードバ
ックするといった改善の努力をすること無
く、それまでの政策を無批判に継続している
場合、たとえ表面的には市民が求める政策を
策定していても、実質的な状況の改善を行お
うという意志が欠如していると考えられる
ことから、成果を挙げるために継続的な政策
の改善を行っているケースと比較して応答
性が低いと判断せざるを得ないのである。そ
れゆえ、応答性はこの「成果」と「政策策定」
の二側面から考察することとした。 
  このような 2側面から考察される応答性に
影響を与える要素として市民と、彼らを代表
して政策を策定する人々を結びつける「リン
ケージ(linkage)」の存在が挙げられている。
このリンケージとは、市民の選好を投票結果
に結びつけ、さらにそれが政策策定に反映さ
れるように機能するものと想定されている。
具体的には、「市民の選好が投票行動に反映
し」「投票結果に従って政策決定者が選出さ

れ」「選出された人々により政策が策定され
る」、という一連の流れをパウエルはリンケ
ージと呼んでいる。そして、選挙を始めとす
る諸制度がそれぞれのリンケージを支持す
るインセンティブを政治的アクターに与え
る時に応答性が高まり、質の高い民主主義は
維持されると述べている。 
  ここから、治安問題の解決といった統治の
実質的側面が改善されるかどうかは、市民の
選好が政策決定者に伝えられ、この市民の要
求を実現するため政治的アクターに過去の
政策とその結果を踏まえてより効果的な政
策を策定させるようなインセンティブが存
在し、その結果として市民が望む政策が実行
され政策の目的が実現するような形で応答
性が機能するかどうか、すなわち、応答性が
「手続的側面と実質的側面をつなげるもの」
として機能し得る条件が存在するかどうか
にかかっていると考えられるのである。 
 
（２）メキシコ市の事例 
  メキシコ市における政治的民主化の進展
は、1987 年の市議会設置に始まる。これによ
り、連邦政府の直轄地だったメキシコ市にお
いて一定の自治が認められるようになった
が、この時点ではまだ大きな制約を伴ったも
のであった。その後、90 年代に入って市長の
公選制導入が決定されるといった制度改革
が進展することで民主化が達成され、97 年に
初めて行われた市長選挙で野党の民主革命
党(PRD)から出馬したクアウテモク・カルデ
ナス候補が市長に当選した。 
  この民主化過程に先立つ 80年代半ばから、
メキシコ市における治安状況は悪化しして
いき、多くの市民が状況に対して懸念を持ち
政府に対して状況の改善を求めるようにな
った。80 年に裁判所に送致された犯罪容疑者
数は9884人だったものが、85年には1万7184
人、88 年には 2 万人を超えた。 
  このような状況に対して、民主化後に選出
されたカルデナス政権は、PRI 時代の政府に
比べて大幅にその政策数を増加させたもの
の、治安状況を改善することは出来なかった。
この原因として、民主化後の政府がそれ以前
の政府から行われていた政策の有効性を検
証すること無く、同様の政策を継続していた
ことが考えられる。民主化以前から、政策の
中心は治安維持機構のインフラ整備や装備
の充実などの制度改善と、パトロール強化と
いった直接的対応が中心であった。しかし、
これらの政策は、PRI 政権における治安状況
の大きな改善につながらなかったことが明
らかである上に、専門化の多くからもこのよ
うな政策に偏った対策に対する批判を受け
ていた。つまり、具体的な成果を挙げておら
ず、専門化からも批判されていた政策傾向を
無批判に継続し、政策数を増加させただけと



いう対策を打ち出していたカルデナス政権
は、成果の面で市民の要望に「応答」してい
たとはいえず、政策数は増加したものの、そ
れは成果を挙げることが期待できない政策
の無批判な継続・増加であったことから、実
質的には政策策定の側面でも応答性は低か
ったと判断できるのである。 
 
（３）ハリスコ州の事例 
  ハリスコ州においては、88 年頃から当時の
野党、国民行動党(PAN)の州内における勢力
が拡大し始めることで徐々に政治的競合性
が高まるとともに、94 年に州選挙法が改正さ
れ公正な選挙が実施される条件が整ったこ
とで、95 年に政権交代が実現した。その後、
2 代にわたり PAN から州知事が選出されてい
る。しかし、同じ党から選出された州知事に
よる統治であるにもかかわらず、各政権が行
った対策の傾向は大きく異なった。 
  95 年に選出されたアルベルト・カルデナス
政権では、それ以前の PRI 政権に比べて大幅
な対策数の増加が見られると共に、従来から
行われていた政策領域に加えて、従来の政策
が対応できていないと考えられる新たな領
域における対策やより効果的な対策策定・実
施のための機構改革などが積極的に行われ
た。この結果、カルデナス政権においては治
安状況の一定の改善も見られた。 
  一方、カルデナスに続き PAN から 2001 年
に選出されたフランシスコ・ハビエル・ラミ
レス政権においても、カルデナス政権後半ほ
どではないものの、PRI 時代に比べてより多
くの対策が策定された。しかし、それらの政
策は、前政権に比べて創造性に欠け、治安状
況が急激に悪化し始めたにもかかわらず（犯
罪容疑者数  00 年：8804 人→06 年：1 万 4757
人）、増加した犯罪に十分対応するだけの対
策数の増加や政策方針の変更などは見られ
なかった。 
  ここから、カルデナス政権においては従来
の対策とその成果を新たな政策策定にフィ
ードバックし、より良い政策を目指す姿勢が
見られた。その結果として治安状況も改善し
たことから、この政権では政策策定と成果の
両面で応答性が高かったと考えることが出
来るであろう。一方、ラミレス政権でも一定
の対策数は打ち出していたものの、その内容
はカルデナスに比べてより抽象的で創造性
に欠けるものであり、従来の対策と成果から
のフィードバックを新たな政策策定に生か
すことが出来ていない状況を見て取ること
が出来る。さらに、任期中の治安状況も急激
に悪化していることから、ラミレス政権の応
答性は成果の側面で低かった上に、政策策定
の面でも前政権に比べて大幅に低下したと
判断することが出来るのである。 
 

（４）ヌエボ・レオン州の事例 
  ヌエボ・レオン州においては、70 年代から
の企業家層の政治参加の進展と 82 年の経済
危機以降の PRI に対する反発から、野党であ
った PAN に対して支持が集まることにより、
政治的競合性が高まっていった。また、87 年
から数回にわたり行われた州選挙法改正の
結果、公正な選挙を実施する条件が整ったこ
とで、97 年の州知事選挙で PAN の候補が勝利
し、政権交代が実現した。しかし、続く 03
年の州知事選挙では PRI の候補が再び勝利し
再度の政権交代が行われている。 
  97 年に就任したフェルナンド・カナレス政
権においては、それまでの PRI 政権と比べる
とより多い対策が策定されるとともに、政策
領域もより多岐にわたるようになったもの
の、その政策数・傾向は劇的に変化した訳で
はない。この間、治安状況は一時的に改善す
るものの政権期間中に再び悪化し、政権就任
時の 97 年に 4989 人であった犯罪容疑者数は
政権末期の 02 年に 6037 人にまで増加し、治
安状況は大幅に悪化していったことが分か
る。 
  一方、03 年に選出されたホセ・ナティビ
ダ・ゴンサレス政権では、対策数は前政権を
さらに上回ると共に、対策も非常に多様なも
のとなった。これは、知事が年次教書の中で
示した総合的な対策の必要性が反映された
ものと考えられる。この結果、政権期間中の
治安状況には改善が見られ、犯罪容疑者数は
06 年には 3715 人にまで減少した。 
  ここから、カナレス政権において政策策定
の側面においては従来の PRI 政権時代に比べ
ると対策数が増えていることから一定の応
答性を示しているものの、政権中の急速な治
安状況悪化に対して十分に対応を示してい
ないことから、その応答性は政策策定・成果
の両側面で高いとは言えない状態にあった
と考えられる。ゴンサレス政権では、従来の
政策を継続するだけでなく、治安状況改善の
ため新たな視点からの政策を打ち出す姿勢
が見られ、政権期間中に状況改善もみられた
ことから、前政権に比べてその応答性は高か
ったと判断することが出来よう。 
 
（５）結論と今後の課題 
  これらの事例研究の結果、民主化後の政府
の応答性は、たとえ同じ政党から選出された
知事であったとしても、その応答性は政権に
より大きく異なることが明らかとなった。こ
れは、未だ始まったばかりで確定的ではなく、
実証的な研究もほとんど行われていない民
主主義の質に関する議論に対して、質を構成
する要因をどのように測定し、それがどのよ
うな形で変化したのかを実証的に証明した
試みとして位置づけることが出来るであろ
う。 



  では、この政権間の応答性の差異は、どの
ような要因により生まれるのであろうか。こ
の点に関する分析は今後課題であるが、現時
点では次のような視点からの分析が可能で
あると考える。 
  応答性に影響を与える要素としては、市民
と、彼らを代表して政策を策定する人々を結
びつける「リンケージ(linkage)」の存在が
挙げられている。このリンケージとは、市民
の選好を投票結果に結びつけ、さらにそれが
政策策定に反映されるように機能するもの、
具体的には、「市民の選好が投票行動に反映
し」「投票結果に従って政策決定者が選出さ
れ」「選出された人々により政策が策定され
る」、という一連の流れと考えられている。
そして、選挙を始めとする諸制度がそれぞれ
のリンケージを支持するインセンティブを
政治的アクターに与える時に応答性が高ま
り、質の高い民主主義は維持されると述べて
いる。 
  このインセンティブは、①市民の要求に応
答しない、もしくは応答する能力の無い政策
決定者の定期的な追放、②強力で公約を守る
政府の直接的な選出、③市民が望む政策のた
めに彼らを代表して交渉するような複数政
党による選挙の実施、といったものから生ま
れるという。これに従うと、最小限定義に基
づく民主主義が達成されている体制におい
て、③の条件はすでに存在すると考えられ、
また選挙制度により「直接」の度合いは異な
るが条件②の「政府の直接的な選出」もほぼ
存在していると言い得ることから、諸制度が
条件①を実現するように機能している場合、
民主的手続により選出された政府の応答性
は高くなると考えられる。 
  ここから、治安問題の解決といった統治の
実質的側面が改善されるかどうかは、市民の
選好が政策決定者に伝えられ、この市民の要
求を実現するため政治的アクターに過去の
政策とその結果を踏まえてより効果的な政
策を策定させるようなインセンティブが存
在し、その結果として市民が望む政策が実行
され政策の目的が実現するような形で応答
性が機能するかどうか、すなわち、応答性が
「手続的側面と実質的側面をつなげるもの」
として機能し得る条件が存在するかどうか
にかかっているのである。 
  このように考えると、応答性は各州におけ
る政党の勢力、もしくは政治的支持の構造が
影響を与えると考えられる。例えば、メキシ
コ市において PRD に対する支持は非常に強固
であり、民主化から現在まで一貫して PRD が
与党であり続けている。またハリスコ州にお
いても、メキシコ市の PRD ほどではないもの
の、PAN に対する市民からの支持は比較的安
定している。一方で、ヌエボ・レオン州にお
ける政治的支持は、民主化後に再度の政権交

代が発生していることからも分かるように、
特定の政党に対して安定的に集まっている
という状況に無い。 
  これらの政治的支持の状況、例えば安定的
な支持が期待できるメキシコ市やハリスコ
州においては効果的な政策策定に政治的ア
クターを向かわせるインセンティブが低く、
支持が流動的なヌエボ・レオン州においては
より高いインセンティブが存在するのでは
ないかと考えられるが、これらの点に関して
は本研究のような事例研究を積み重ね、その
妥当性を確認していく作業を続ける必要が
あろう。 
  本研究の成果を基に更なる事例研究を進
めることで、このインセンティブがどのよう
な要因によって左右され、それが政策策定と
治安状況の変化にどのようなメカニズムで
影響を与えたのかに関する調査・分析を行い、
民主化後の政府の民主主義の質を解明する
ための分析枠組み構築へとつなげることが、
今後の大きな課題と考える。 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